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第５章 基本方針別の施策 
 

 

第４章で示した５つの基本方針に基づき、施策の取組方針を以下のとおり位置づけます。 

 

  

 取組方針１-１ 道路ネットワークの整備促進 

 取組方針１-２ 広域移動を支える公共交通の維持 

 取組方針１-３ 地域内の移動を支える交通手段の充実 

 取組方針１-４ 広域移動と地域内移動をつなぐ拠点づくり 

基本方針１.快適な移動を実現する 

 取組方針２-１ だれもが制限なく移動できる交通体系の充実 

 取組方針２-２ 交通サービスの高度化 

基本方針２.多様な移動ニーズに応える 

 取組方針３-１ 都市拠点の賑わいを支える交通結節点機能等の強化 

 取組方針３-２ 市民参画型の中心拠点・生活拠点づくり 

基本方針３.都市を活性化する 

基本方針４.安全・安心に暮らす 

 取組方針４-１ 生活に関連する道路の安全な交通環境の形成  

 取組方針４-２ 災害等に備えた交通基盤の整備 

基本方針５.環境に負荷をかけない 

 取組方針５-１ 脱炭素の推進 
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「施策ページ」の説明 

・ 以下のとおり各施策ページでは、取組方針に基づき考えられる具体的な施策の一例と、 

その施策を展開する場合のイメージを参考として示しています。 

・ 施策展開イメージは、３つの実施段階（STEP）に分けて、それぞれ、何を（取組内容）、だれ

が（実施機関）、いつまで（実施イメージ）に実施するか、目安を示しています。 

 

 
図 施策ページの構成 

  

取組方針に基

づいて具体的

に取組む施策

を展開する際

のイメージの

一例 

STEP１～３それぞれの取組を 

いつまで（短・中・長期）に実施

するのか目安としてスケジュ

ールバーを配置 

原則として 

段階（STEP）が

進むにつれて、 

スケジュールバー

が伸びていく 

実施状況として 

「準備・検討」「展開・実施」

「継続・運用」の３つの段階

に塗り分け 

想定できる実施機関を例示

（順不同） 

場合により記載のない機関と

の連携も考えられる 

各実施段階で想定で

きる取組内容を例示 

実施段階 

<取組の例>

に挙げたもの

を実施（展開）

する際の一例 

掲げた施策により

具体的に想定され

る取組の例示 
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施策の運用について  

・ 本章で示す施策は、P.５４で示した施策展開イメージに沿って進めますが、本市をとりまく

交通環境、市民ニーズ、社会情勢、技術の進展等を適切に捉えた上で、施策の内容を評価

し、柔軟に改善しながら運用することが重要です。 

・ 第６章（P.91）で示す本計画に関する PDCA サイクルとは別に、それぞれの施策について

も、施策ごとの PDCA サイクルに基づいて進捗を管理し、必要に応じて施策の見直し・改

善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画全体と施策ごとの PDCA サイクルの運用イメージ 

 

・ 施策の具体的な内容や運用状況は、本計画に基づく各実施計画等の中で定め、管理するも

のとします。なお、本計画で示す取組方針に関する施策展開イメージについては、総合都市

交通計画所管課が管理し、関係所管課等と連携しながら見直し・改善に努めます。 

 

  

PDCA サイクルの回数や実施間隔は
施策ごとに検討して行う 

計画全体の見直し・改善 

PDCA サイクルによる施策の進捗状況によっては
施策の数が変わることも想定される 
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５－１ （１）快適な移動を実現する 

 

 快適な移動を実現するための施策を以下のとおり展開します。 

 

 

 

  

基本方針１．快適な移動を実現する 

施策 施策展開イメージ 

１-１ 
道路ネットワーク 
の整備促進 

１-２  

公共交通の維持 

１-３  
地域内の移動を 
支える交通手段 
の充実 

１-４  
広域移動と 
地域内移動を 
つなぐ拠点づくり 

取組方針 

優先して整備すべ

き路線の具現化 

将来の道路ネットワーク（未整備路線）のうち、優先して整備

すべき路線の具現化を促進する。 

公共交通サービス・

ネットワーク水準の

維持 

快適に安心して利用できる持続可能な公共交通サービス・ネ

ットワークの維持を目指すために、交通事業者等と相互に連

携を図りながら、地域公共交通の活性化を推進するための計

画等の作成を検討する。 

自家用車に依存しない交通体系を目指し、公共交通への利用

転換を促す仕組みづくりや、利用の動機付け、魅力等の発信

などに取り組み、公共交通の利用を促進する。 

地域内の移動を支

えるモビリティサー

ビスの検討 

地域ごとの課題や地域内のきめ細かな移動ニーズを考慮し

ながら、ラストワンマイルの移動手段としてシェアモビリティ

やデマンド型交通を活用した配車サービス等の新たな技術や

サービスについての調査・検討を行い、サービス事業者との

連携・協議を図りながら、多様な交通モードの導入に向けて

検討を図る。 

地域特有の課題に継続的に対応するため、地域、事業者、 

ＮＰＯ等が主体となって、新たな移動手段の創出や、住民参

加型の移動支援策、地域の輸送資源の活用策等について検

討を図る。 

モビリティ・ハブの

推進 

既に整備されているパークアンドバスライドやサイクルアンド

ライドの機能を維持・充実させるとともに、各種拠点となる施

設等に様々な交通の乗り換え拠点であるモビリティ・ハブと

しての機能強化を推進する。 
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取組方針１-１ 道路ネットワークの整備促進 

 

施策 ： 優先して整備すべき路線の具現化                                                 

 

【施策展開イメージ】 

 将来の道路ネットワーク（未整備路線）のうち、優先して整備すべき路線の具現化を 

促進する。 
 

【施策展開イメージの実施例】 

   

道路整備プログラムを基に道路整備

の実現性（ルート、制約条件等）の検

討を進める。 

・道路整備所管課 

・神奈川県 

道路整備の実現に向けて関係者と

協議を図る。 

・都市計画所管課 

・道路整備所管課 

・警察 

・神奈川県 

計画が具体化された道路について

整備の実施を図る。 

・道路整備所管課 

・神奈川県 

ＳＴＥＰ１ 

道路整備の実現性

の検討 

ＳＴＥＰ２  

道路整備の実現に

向けた協議 

ＳＴＥＰ３ 

優先路線の整備 

短期 中期 長期 

   

   

   

中期までに実施 

長期までに実施 

長期までに実施 

（   ：施策の準備・検討    ：施策の展開・実施    ：施策の継続・運用） 

取組内容 実施機関 

実施イメージ 


